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生理用品を配布していま
す
　経済的に購入することが難
しいなどのさまざまな事情で
生理用品を十分に用意できな
い方を対象に、生理用ナプキ
ンを無償で配布しています。
●配布場所　
＜南丹市役所＞
・２号庁舎１階
・４号庁舎１階
・八木支所総務課
・日吉支所総務課
・美山支所総務課
＜南丹市社会福祉協議会＞
・本所
・園部事務所
・八木事務所
・日吉事務所
・美山事務所

くわしくはこちら
問人権政策課
TEL（0771）68-0015

南丹市男女共同参画社会
推進委員の公募について
　南丹市では、男女共同参画
行動計画を円滑に推進する
ため「南丹市男女共同参画社
会推進委員会」を設置し、市
民の方々から委員を公募しま
す。
●応募資格　
・南丹市内に住所を有する方
・�令和5年4月1日現在、満
18歳以上の方
・�平日の昼間に開催する推進
委員会に出席できる方
・�本市議会議員及び本市職員
でない方
●募集人員　若干名　
●�任期　委嘱の日から令和7
年3月31日まで
●�選考方法　作文の内容など
を参考に選考します。
●�応募方法　応募用紙に必要
事項をご記入の上、5月26
日（金）午後5時（必着）まで
に人権政策課へご提出くだ
さい。
※�応募用紙は、人権政策課、
各支所総務課に備え付けま
す。また、市ホームページ
からもダウンロードいただ
けます。

問人権政策課　
TEL（0771）68-0015

お知らせ

資源ごみ集団回収事業の
団体登録について
　ごみの減量と資源の有効利
用を図るため、市内で資源ご
み（古紙および古布）の集団回
収を実施する団体に対し、報
奨金を交付しています。
　報奨金の交付を受けるため
には、毎年度、団体登録をし
ていただく必要があります。
●�登録方法　5月31日（水）ま
でに環境課または支所総務
課へ令和5年度資源ごみ集
団回収事業実施団体登録申
請書をご提出ください。
　�　なお、団体の要件および
団体登録の様式は、南丹市
ホームページでご確認くだ
さい。
●�注意事項　報奨金の交付申
請書は、団体登録後のご提
出をお願いいたします。

問環境課
TEL（0771）68-0085
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南丹市定住ガイドブック
の発行について
　移住希望者や空き家所有
者、地域団体・企業などが活
用できる定住促進制度を集約
した冊子の令和5年度更新版
を発行しましたので、ご活用
ください。
●�冊子名　南丹市定住ガイド
ブック　nancla（なんくら）
●配布場所
・地域振興課、各支所総務課
・南丹市ホームページ
　�（ht tps : / /www.c i t y .
nantan.kyoto.jp）
・�南丹市定住促進サイト
「nancla（ な ん く ら ）」
（https://www.nancla.jp/）
問地域振興課　
TEL（0771）68-0019　
FAX（0771）63-0653

結婚新生活支援事業につ
いて
　南丹市で新生活をスタート
される新婚世帯を対象に、婚
姻に伴う住宅取得費・住宅リ
フォーム費・住宅賃借費・引
越費を予算の範囲内で補助し
ます。
●�補助対象者　次の要件すべ
てを満たす世帯です。
①�申請前年度の3月1日から
申請年度の3月31日までに
婚姻届を提出し、受理され
た世帯

②�婚姻時において、夫婦の双
方が40歳未満の世帯
③�申請時において、夫婦の双

方または一方の住所が本市
内の入居対象となる住宅所
在地にある世帯
④�前年の合計所得額が500万
円未満で、市税などの滞納
がない世帯
※�奨学金を返済中の場合、一
定期間中の返済額を所得か
ら控除できます。
⑤�居住地域の区（自治会）など
に加入し、地域活動に積極
的に参加する世帯
⑥�申請日から5年以上継続し
て本市に居住することを誓
約する世帯
⑦�過去に本制度の適用を受け
たことがない世帯
⑧暴力団員でない世帯
⑨�本制度のアンケートなどに
協力する世帯
●�補助金額　住宅取得費（新
築工事費・設計費を含む）・
住宅リフォーム費・住宅
賃借費（敷金・礼金などを
含む）・引越費（引越・運
送業者への経費）に対して
10/10以内（1世帯あたり
30万円（婚姻時に夫婦の双
方が29歳以下の場合60万
円）以内）
※�土地購入費・住宅ローン手
数料・倉庫や車庫の工事
費・外構工事費・駐車場代・
備品購入費などは対象外で
す。

※�勤務先から住宅手当が支給
されている場合は、住宅手
当分は補助対象外です。

問地域振興課　
TEL（0771）68-0019　
FAX（0771）63-0653
chiiki@city.nantan.lg.jp

会社を退職したときは年
金の手続きが必要です
　20歳以上60歳未満の方が
会社を退職され、農業者、自
営業者、学生、フリーター、
無職などになった場合には、
国民年金第1号被保険者（ま
たは第3号被保険者）への切
り替え手続きが必要です。
　該当される方は、市民課ま
たは、各支所総務課窓口でお
早めに手続きをお願いしま
す。
問市民課　　
TEL（0771）68-0011　
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令和５年度の国民健康保険税率のお知らせ

　平成30年4月より、国民健康保険（国保）が広域化され、都道府県が財政運営の責任主体として、
市町村と共に運営しています。都道府県は、保険給付に必要な費用の全額を市町村に支払い、市町
村は、都道府県へ国民健康保険事業費納付金を納めます。
　京都府では、府全体の保険給付費を推計し、市町村毎に納付金の額を決定します。南丹市の保険
税率は、物価高騰などの社会情勢の動向を踏まえながら、府が示す標準保険料率を参考に算定した
結果、令和５年度の保険税率を令和４年度から引き下げることとしました。また、地方税法の改正
に伴い課税限度額が後期高齢者支援金分22万円（令和4年度20万円）に変更になり、軽減判定所得が
引き上げ（軽減適用の拡大）となりました。
●国民健康保険税率（令和５年度）　※括弧内は令和4年度税率

医療保険分 後期高齢者
支援金分

介護保険分
（40歳〜64歳）

所得割
（世帯の被保険者の
所得に応じて計算）

課税対象所得の
7.12%

（7.12％）

課税対象所得の
2.83%

（2.83％）

課税対象所得の
2.4%

（2.2％）
　　　　＋　　（課税対象所得=前年の総所得金額等-基礎控除43万円）

均等割
（世帯の被保険者数
に応じて計算）

被保険者
1人あたり
24,300円
（24,300円）

被保険者
1人あたり
10,100円
（10,100円）

被保険者
1人あたり
10,500円
（11,500円）

　　　　＋
平等割
（一世帯につき
いくらと計算）

19,600円
（23,000円）

6,000円
（6,100円）

5,800円
（6,300円）

　　　　＝
合�計 世帯の保険税

また､ 以下のとおり､ それぞれ区分毎に課税限度額が設けられています｡
課税限度額 65万円 22万円 17万円

●軽減制度
①世帯主（擬制世帯主を含む）、世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者
　（※1）の昨年の1月から12月までの総所得が下記の基準に該当する場合
　に保険税の平等割と均等割の軽減が受けられます。
2割軽減 43万円＋【(給与所得者等の数－1)×10万円(※２)】＋

(53万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下
5割軽減 43万円＋【(給与所得者等の数－1)×10万円(※２)】＋

(29万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下
7割軽減 43万円＋【(給与所得者等の数－1)×10万円(※２)】以下
（※1）�特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世

帯に属する方をいいます。
（※2）�世帯内の一定の給与所得者と公的年金所得者の数が2以上の場合のみ適用となります。
（※3）�昭和33年1月1日以前に生まれた方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円引

いた額で軽減の所得判定を行います。
②�未就学児に係る均等割に対して一律５割の軽減が受けられます。①の軽減が適用されている場合
は、適用後の均等割から５割の軽減となります。

●�保険税は世帯ご
とに決まり、世
帯主が納めま
す。

●�6月中旬に税額
を決定し、世帯
主へ通知しま
す。

●�納税は、便利で
安心な口座振替
をご利用くださ
い。

●�保険税の計算に
は正しい所得申
告が必要です。
申告されていな
い場合には、軽
減制度などが適
用されない場合
があります。
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●保険税の納め方

○40歳未満の方
医療保険分と後期高齢者支援金分を
あわせて、国保の保険税として納め
ます。
・医療保険分
・後期高齢者支援金分

○40歳以上65歳未満
（介護保険の第２号被保険者）
医療保険分と後期高齢者支援金分に、
介護保険分をあわせて、国保の保険
税として納めます。
・医療保険分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分

○65歳以上75歳未満
（介護保険の第1号被保険者）
医療保険分と後期高齢者支援金分を
国保の保険税として納めます。（介護
保険料は別に納めます。【担当課：高
齢福祉課】）
・医療保険分
・後期高齢者支援金分

●年度の途中で40歳になるとき
　�40歳の誕生月（1日生まれの方はそ
の前月）の分から介護保険分を納め
ることになり、あらためて納税通
知書を発送します。
●年度の途中で65歳になるとき
　�65歳の前月（1日生まれの方はその
前々月）までの介護保険分は、国保
の保険税として年度末までの納期
に分けて納めます。

・モデルケース１－年金所得者
1人世帯（66歳）
年金所得130万円（年金収入240万円）
基準総所得金額�1,300,000円-430,000円（基礎控除）
=870,000円
＜医療分＞
（1）�所得割　870,000円×7.12%=61,944円
（2）�均等割　24,300円×1人=24,300円
（3）�平等割　1世帯につき��19,600円
医療分合計（100円未満切捨て）�105,800円
＜後期高齢者支援金分＞
（1）�所得割　870,000円×2.83%=24,621円
（2）�均等割　10,100円×1人=10,100円
（3）�平等割　1世帯につき��6,000円
後期高齢者支援金分合計（100円未満切捨て）　40,700円
＜総合計＞
保険税額�医療分+後期高齢者支援金分=146,500円
※65歳以上の方の介護保険分については､ 介護保険料とし
て個別に請求されます。
・モデルケース２－事業所得者など
4人世帯（夫45歳､ 妻45歳､ 未就学児2人）
世帯所得260万円（所得　夫：260万円　妻：0円）
基準総所得金額�2,600,000円-430,000円（基礎控除）
=2,170,000円
＜医療分＞
（1）�所得割　2,170,000円×7.12%=154,504円
（2）�均等割　24,300円×２人=48,600円
　　　　������24,300円×50％×2人=24,300円
（3）�平等割��1世帯につき��19,600円
医療分合計（100円未満切捨て）�247,000円
＜後期高齢者支援金分＞
（1）�所得割　2,170,000円×2.83%=61,411円
（2）�均等割　10,100円×2人=20,200円
　　　　������10,100円×50％×2人=10,100円
（3）�平等割��1世帯につき��6,000円
後期高齢者支援金分合計（100円未満切捨て）�97,700円
＜介護分＞
（1）�所得割　2,170,000円×2.4%=52,080円
（2）�均等割　10,500円×2人=21,000円
（3）�平等割��1世帯につき��5,800円
介護分合計（100円未満切捨て）　78,800円
＜総合計＞
保険税額�医療分+後期高齢者支援金分+介護分=423,500円

問市民課　
TEL（0771）68-0011（保険年金係直通）
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国民健康保険の資格喪失手続きについて

　新しく職場の健康保険、または職場の健康保険の扶養に入った時は、国民健康保険の資格喪失（や
める）手続きは自動的には行われませんので、届出が必要です。職場の健康保険に加入中でありなが
ら、国民健康保険の被保険者証で医療機関等を受診すると、国民健康保険から支払われた医療費（7
〜8割分）をお返しいただきますのでご注意ください。
●手続きに必要なもの
・新しく加入した職場の健康保険の被保険者証（全員分）
・南丹市の国民健康保険の被保険者証（全員分）
・本人確認書類
・マイナンバーのわかるもの
●手続きができる方
　世帯主、または同一世帯の方
　代理人（委任状が必要となります。）
●手続きをする場所
　南丹市役所　市民課保険年金係、または各支所総務課

＜郵送の手続きに必要なもの＞
　窓口で届出ができず、郵送による喪失手続きをする場合は、書類を送付してください。
・喪失届（様式は市のホームページからダウンロードできます）
・新しく加入した職場の健康保険の被保険者証（全員分）の写し
・南丹市の国民健康保険の被保険者証（全員分）
・本人確認書類の写し
・マイナンバーのわかるものの写し
●送付先
　〒622-8651　南丹市園部町小桜町47番地
　南丹市役所　市民課保険年金係
問市民課　
TEL（0771）68-0011

南丹市職員の人事配置について

　4月1日付けの南丹市職員の人事異動に伴い、職員の配置に変更がありましたので、次のとおりお
知らせします。
◆政策監：阪口一雄、進藤眞理
◆参与（再任用）：國府栄彦
 【市長公室】◆市長公室長：國府孝之
 〔�企画財政課〕TEL（0771）68-0018
　�◆課長：井尻哲也◆課長補佐：片山利充（兼企画係長）◆財政係長：小林剛◆主事：川勝真哉、
　野々村万由香、人羅純基、佐々江隆大（新採）
 〔秘書広報課〕TEL（0771）68-0065
　�◆課長：髙屋正史◆課長補佐：吉田晃幸（兼広報係長）◆秘書係長：竹内大視◆主事：西村貴恵、
前田武祐（新採）
 【総務部】◆部長：西田文英（兼支所担当部長）◆危機管理監：森雅彦
 〔総務課〕TEL（0771）68-0002
　�◆課長：塩邊健一◆課長補佐：長野悦史、吉田将司（兼行政係長）◆資産活用係長：下尾恵太◆主査：
森悠太◆主事：松本啓志、山口里穂◆再任用：八田裕明、堀江長、中川明子
 〔人事課〕TEL（0771）68-0008
　�◆課長：井上操◆課長補佐：西亜希子（兼行政改革係長）◆人事給与係長：川勝隆弘◆主査：三原
大雅◆主事：野口高節、林龍志（新採）
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 【学校用務・給食】
 〔美山学校給食共同調理場〕TEL（0771）75-0929
　◆再任用：武田節子、堀秀子
 【３月末退職者】
　�◆今西均（市民部長）◆中西明広（農林商工部長）◆中島亮（土木建築部長）◆山内紀子（教育委員会教
育次長）◆井上明美（会計管理者）◆辻本和久（学校教育課参事）◆大前隆央（道路河川課長）◆片野誠
（営繕課長）◆松本純一（営繕課参事）◆内藤一広（農業委員会事務局長）◆藤原正昭（農業推進課長補
佐）◆髙屋和真（地域医療室医療政策係長兼国保南丹みやま診療所庶務係長）◆廣瀬耕二（都市計画
課土地区画整理係長）◆西村智子（社会教育課生涯教育係長）◆川勝脩（人事課付技能労務士）◆波多
野千惠美（美山支所総務課技能労務士）◆矢野茉里奈（地域振興課主事）◆中井優作（福祉相談課主
事）◆秋原香推（園部保育所保育士）◆山田理沙（城南保育所保育士）◆西河友希子（八木東保育所保
育士）◆福嶋良志也（経営総務課主事）◆松本あけみ（南丹みやま診療所准看護師）

相談会

行政相談委員による定例
相談所の開設について
　総務省では、行政に対する
皆さんのご意見をお聴きし、
行政運営に反映させるため、
行政相談を行います。
●日時　5月9日（火）�
　�午後1時30分〜3時30分
●�場所　園部文化会館３階会
議室

問�総務省　京都行政監視行政
相談センター　行政監視行
政相談課

TEL（075）802-1100
問総務課　　　　　��　　
TEL（0771）68-0002　

「行政書士による無料相
談会」開催のお知らせ
　相続、成年後見、農地など
の不動産売買・賃貸、各種許
認可手続などでお困りやお悩
みの方、まちの身近な法律家・
行政書士が相談に応じます。
相談は無料で予約も不要です
ので、お気軽にお越しくださ
い。
●日時　5月10日（水）　
　午後1時30分〜4時
●�場所　八木市民センター研
修室

問京都府行政書士会第3支部
TEL（075）692-2500

出張がん個別相談のお知
らせ
　「がんと診断されて頭が
真っ白」「誰かに話を聞いても
らいたい」など、がんに関わ
る様々な相談をお受けする窓
口として、京都府南丹保健所
にて出張相談を行いますので
ご利用ください。
●日時　5月16日（火）
　午後1時30分〜3時30分
●場所　京都府南丹保健所
●�相談員　京都府がん総合相
談支援センターの保健師ま
たは看護師
●�申込方法　実施日の前日午
後4時までに電話でお申し
込みください。
※�京都府がん総合相談支援セ
ンターでは電話および対面
相談を、月〜金（祝日・年
末年始を除く）の午前9時
〜正午、午後1時〜4時に
実施していますので、こち
らもご利用ください。

問�京都府がん総合相談支援セ
ンター（京都市南区東九条
下殿田町43メルクリオ京
都2階）

TEL（0120）078-394

５月のなんでも相談日の
お知らせ
　南丹市が委嘱している身体
障害者・知的障害者・精神障
害者相談員が、障がいに関す
る相談に応じます。日ごろの
悩みや不安を相談員に相談し
てみませんか。
●日程・場所
・5月20日（土）
　午後1時〜3時　
　そよかぜ美山
・5月22日（月）
　午後1時〜3時　
　そよかぜ八木
・5月23日（火）
　午後1時〜3時　
　そよかぜ日吉（おいで家）
・5月26日（金）
　午後1時〜3時　
　�障害者支援施設�京都太陽
の園分場
※�日程等変更になる場合があ
りますので、事前にお問い
合わせください。

問社会福祉課　
TEL（0771）68-0007
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紐、抱っこ紐をご持参くだ
さい。
＜ベビーマッサージ＞
●日時　6月23日（金）　　
　�午前10時30分〜11時30
分　
※�バスタオルをご持参くださ
い。
＜親子リトミック＞
●日時　6月29日（木）　
　�午前10時30分〜11時30
分　

問子育てすこやかセンター　
TEL（0771）68-0082

すくすくやぎっこ「みん
なおいでよ！」
　みんなで仲良くおやつ作り
をしましょう。
●日時　5月17日（水）
　午前10時〜正午
　（受付：午前9時30分）
●�場所　八木市民センター　
3階　子育て支援ルーム、
調理室
●�対象　0〜3歳までの未就
園児とその保護者
●�内容　おやつ作り　いちご
を使ったおやつを作りま
す。
●�持ち物　手拭きタオル、エ
プロン、フォーク、スプー
ン
●参加費　一家庭500円
●�申込方法　5月10日（水）ま
でに電話でお申込みくださ
い。

問�子育て支援ボランティア
「すくすくやぎっこ」
TEL090-3993-1236

子育てつどいの広場「ぽ
こぽこくらぶ」（5月）
＜各ひろば共通事項＞
○�各ひろばのご利用は無料で
す。
○�要申込の講座は事前にご予
約ください。
○�予定を変更する場合があり
ますので、SNS、電話等で

確認をお願いします。
＜八木ひろば＞
●�日時　毎週月〜金曜日��第
3土曜日の午前10時〜午後
3時
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU（ジュ
ジュ）」
※�毎週月・水・金曜日の午
後3時 〜5時30分、 同 場
所で、みんなの居場所
「seedbase（シードベー
ス）」を開催します。
※�車は市役所八木支所に駐車
してください。
＜園部ひろば＞
●�日時　毎週火曜日の午前
10時〜午後3時
●�場所　第1・第3火曜日は
園部南部コミュニティセン
ター
　�第2・第4火曜日は横田公
民館
＜日吉ひろば＞
●�日時　毎週水曜日の午前
10時〜午後3時
●�場所　日吉生涯学習セン
ター2階第1会議室
＜美山ひろば＞
●�日時　毎週木曜日の午前
10時〜午後3時
●�場所　美山保健福祉セン
ター　
＜絵本の日＞
　絵本の読み聞かせをしま
す。いろいろな絵本の世界を
楽しみましょう。
○園部ひろば（横田公民館）　
　5月9日（火）
○美山ひろば　5月11日（木）
○日吉ひろば　5月17日（水）
○八木ひろば　5月18日（木）
●�時間　午前11時〜11時30
分
●参加費　無料
＜託児付き講座「おちゃべり
の日」＞【要申込】
　いつも子育てや家事に待っ
たなしのお母さんたち。たま
には自分についてゆっくりお
話ししませんか。
○日吉ひろば　5月10日（水）

　　　　　　　　　　　　　
　�社会保険労務士による障
害年金相談を実施します
　南丹市では障害年金相談の
充実を図るため、毎月一回、
社会保険労務士による障害年
金相談（厚生・共済年金を除
く）を実施しています。
●日時　5月23日（火）
　午後1時〜5時
●�場所　市役所3号庁舎2階
会議室
●相談時間　一人30分
●�申込方法　基礎年金番号の
分かる年金手帳等をご準備
のうえ、電話でお申し込み
ください。

問市民課　　
TEL（0771）68-0011　

子育て支援（催し）

子育てすこやかセンター
６月事業のお知らせ
＜共通事項＞
●�申込方法　事前に来所いた
だくか、電話でお申し込み
ください。5月の事業の申
し込み受付は、5月8日（月）
から行います。
●�集合時間　開始時間の15
分前にはお集まりくださ
い。
※�気象警報発表等により、事
業を中止する場合がありま
す。
＜親子でヨガを楽しもう（1
歳～）＞
●日時　6月13日（火）　　
　�午前10時30分〜11時30
分　
※�ヨガマット又はバスタオル
をご持参ください。
＜子育て広場０歳～＞��
●日時　6月20日（火）
　�午前10時30分〜11時30
分　
●�内容　「抱っこ、おんぶの
仕方」
※�普段に使っているおんぶ
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○八木ひろば　5月26日（金）
●�時間　午前10時15分〜正
午　※先着5名
●参加費　300円
＜マタニティカフェ＞
【要申込】
　長いようで短いマタニティ
ライフ。妊婦さんやそのご家
族同士で楽しくお話ししませ
んか。
●日時　5月11日（木）　
　午前10時30分〜正午
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
●�対象　妊婦さんとそのご家
族　
●参加費　300円
＜産後からだケア＞【要申込】
　出産でダメージを受けた骨
盤底筋を放っておくと、様々
なトラブルになりかねませ
ん。まずは自分の骨盤の状態
を知って、ケアを始めましょ
う。
●日時　5月19日（金）　
　午前10時〜正午　
　※先着7名（託児付き）
●�場所　コミュニティスペー
ス「気になる木JUJU」
●�講師　女性専用ボディセラ
ピスト　安藤智華子さん
●�対象　産後6カ月くらいま
での産婦さん
●参加費　700円

問NPO法人グローアップ　
TEL080-3857-8119

催し

京都・南丹　園部城祭り
を開催します
　ステージイベントや飲食、
園部城周辺ミニツアーなどの
催しを行います。花火の打ち
上げは、19時30分からの予
定です。ご家族お揃いでご来
場くださいますようお待ちし
ております。
●日時　5月3日（水・祝）
　午前11時〜午後8時
　�（荒天により中止となる場
合があります）
●場所　園部公園一帯
●�内容　南丹市内の中学校吹
奏楽部の演奏やプロミュー
ジシャン他によるステージ
パフォーマンス、飲食など
の出店や、「園部城」に関す
る記念講演、花火打上げな
ど

問�南丹市商工会園部支所内京
都・南丹園部城祭り実行委
員会　　

TEL（0771）62-0766　

健康づくり教室を開催し
ます
●�日時　5月10日、24日（各
水曜日）午前10時30分〜
正午
●�場所　五ケ荘地域活性化セ
ンター（森の学び舎五ケ荘）
●�内容　健康体操、健康教室、
福祉・介護に関する相談、
サロン
※�事前申し込みは不要です。
問住みよいむらづくり協議会
TEL（0771）73-0605

南丹市園部女性の館講座
のご案内
●日程　5月13日（土）　
●場所・時間　
・�美山文化ホール1階会議室：
午前10時〜正午
・�園部女性の館：午後1時30
分〜3時30分
●�内容　「母の日」フラワーア
レンジメント
●講師　森谷万知子さん
●定員　各15人
●�運営協力金　2,500円（材
料費含む）
●�持ち物　生け花用ハサミ、
持ち帰り用の袋
●�申込方法　５月６日（土）ま
でに電話で申し込みくださ
い。

問�園部女性の館運営委員会
（園部女性の館内）（日・月・
祝休館）

TEL（0771）63-2986

第29回トレーニング機器
使用講習会開催
　機器を使用したいと思われ
る方は、必ず受講してくださ
い。
●日時　5月16日（火）
　午後8時〜　　
※�体育館シューズをご持参く
ださい。
●�場所　南丹市八木フィジカ
ルセンター（府立口丹波勤
労者福祉会館内）
●内容　
・�トレーニング機器の正しい
使い方
・�健康・安全なトレーニング
法　
●定員　10名（先着順）
問�NPO法人八木町スポーツ
協会（口丹波勤労者福祉会
館）

TEL（0771）42-5484��
fualx504@cans.zaq.ne.jp

LINE Facebook

Instagram
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第31回南丹市チャリティ
ゴルフ大会参加者募集
　本大会は第46回京都府民
総合体育大会ゴルフ競技の南
丹市代表選手選考を兼ねてい
ます。
●日時　5月25日（木）
●�場所　クラウンヒルズ京都
ゴルフ倶楽部
●�参加費　12,000円（チャ
リティ金、参加費、昼食、
プレイフィを含む）
●�申込方法　5月13日（土）ま
でに、住所、氏名、電話番
号を郵便ハガキまたはFAX
でお申し込みください。（電
話での申し込みは不可）

問�クラウンヒルズ京都ゴルフ
倶楽部　

TEL（0771）72-1234　
FAX（0771）72-1238
〒�629-0301　南丹市日吉町
保野田池ヶ谷１番地

パソコン初心者講習会の
募集ご案内
●�日時　5月31日（水）、6月
8日（木）、6月22日（木）
　全3回
　いずれも午後1時〜4時
●�場所　八木老人福祉セン
ターパソコン教室
　�（南丹市八木町西田金井畠
1-1）
●募集人員　10名（先着順）
●講習会費　
・受講料4,400円　
・教科書代1,200円
●�申込方法　5月19日（金）ま
でにお申し込みください。

問八木老人福祉センター　
TEL（0771）42-4680

バリアフリーアクセサリ
ー体験会教室
●日時　6月3日（土）
・午前10時〜正午　
・午後2時〜4時　
・午後7時〜9時　
※�いずれかの時間をお選びく
ださい。
●�参加料　1,300円（材料代
込）
●�持ち物　重みのあるコップ
はさみ・マスキングテープ
●�場所　京都府立口丹波勤労
者福祉会館会議室
●�内容　障害があり、片手し
か使えない方の為に考えら
れた負担の少ないバリアフ
リーアクセサリー作り
●�定員　各10名（先着順）
問�ＮＰＯ法人八木町スポーツ
協会

TEL（0771）42-5484��
FAX（0771）42-5684
fualx504@cans.zaq.ne.jp

京都府畜産人材育成研修   
第4期生追加募集
●研修期間　原則2年間
●�場所　京都府畜産センター
（綾部市）
●�対象　概ね40歳未満で、
研修後は府内に定住し畜産
業に従事される方
●�内容　酪農コースまたは肉
牛コース
●�定員　2名（ただし、酪農
コースは1名まで）
●�費用　118,800円／年（研
修後府内で畜産業に従事す
れば同額交付）
●�申込方法　願書等必要書類
を郵送してください。

問�京都府農林水産技術セン
ター畜産センター　

TEL（0773）47-0301

丹波自然運動公園からお
知らせ
＜丹波ちびっこまつり＞
●日時　5月5日（金・祝）
　午前10時〜午後3時
●�場所　子どもの広場・体育
館周辺
●�内容　フライングディスク
コーナー、ステージコー
ナー、お楽しみコーナー、
キッチンカー販売など。こ
の日だけは子どもたちが主
役！
※�ほかにもたくさんの行事を
していますので、ホーム
ページでご確認ください。

問丹波自然運動公園
TEL（0771）82-1045
FAX（0771）82-0480
�kouen@kyoto-tanbapark.
or.jp

日吉地域情報

日吉地域グラウンド・ゴ
ルフ大会のお知らせ
●日時　6月18日（日）
　午前9時30分〜
　（受付：午前9時）
※雨天予備日6月25日（日）
●�場所　日吉総合運動広場運
動場
●�対象　日吉町内在住、在勤、
在学の中学生以上の方
●�プレー方法　24ホールス
トロークプレーによる個人
戦
●�申込方法　6月15日（木）午
後5時までに、住所、氏名、
電話番号を電話またはFAX
でお申込みください。

問�日吉総合型地域スポーツク
ラブ事務局（日吉生涯学習
センター内）

TEL（0771）72-3300　
FAX（0771）72-3311


